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事務区分 課長職名 作成日■自治事務　　□法定受託事務　

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事業
はこの欄に単年度の
概算額を記入

人 　件 　費
（概算）

　基本計画・基本構想　策定委託

地方債

④＝②×③

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

17
年
度
以
降

実施計画額 毎年度

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

【費用の推移】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

予算要求予定額

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

１6
年
度

市が行う事務
事業の具体
的な実施内
容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　実施計画策定委託

　全市民、市外の利用者

　市民各層がスポーツ・レクリェーションや各種のコミュニティ活動を通じ、心身の鍛練はも
とより、市民相互のふれあい・交流・生きがいや郷土愛を育む。

施策）

１　計　画　（プラン）

事務事業開始年度

章

H16
根拠法令等

　〃 終了予定年度

内線890

平成１５年７月

豊な心と個性ある文化をはぐくむまち

作成部署きたひろしま総合運動公園整備事業事務事業名

山内平一郎部長職名

スポーツ・レクリェーション

■　あり □　なし総合計画(第１次実施計画）

事務事業開始の
きっかけ（市民
ニーズ、住民要望
等）

　ひろしま総合運動公園として都市計画決定（平成5年6月）後、平成8年に基本計画を策定した。しかし、
現在の用地取得面積（約27ha）では計画面積（37,4ha）からするとさらに期間を要することから、平成12年
第2回定例議会で再構築（27ha）の検討をすることにした。そのため、議会やスポーツ振興審議会に諮問
し、平成16年に基本構想・基本計画を策定する。

節
施策

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

個性的事業の推進

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

指　　　標 指　　　標(算式）

活動指標 基本計画・構想

（事務事業の
活動量や実
績）

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

16年度目標値 最終目標値

27ｈａ 37ｈａ

指　　　標　　　値



■Ａ 　　 　□ B　　 　□C

事業の緊急性 ■16年度から着手する必要がある

　この計画は過去の長い歴史があり、取得面積で再
構築すべきである。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

□17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

　市民へのスポーツを通じての健康づくり、体力づくり
の関心や意欲が高まることが期待できる。経済的に
は医療費の軽減が見込まれる。

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

■受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

□受益者負担になじまない

　基本計画は、過去に２回策定したものの､用地取得
で長期化し、現在、社会経済情勢の変化が著しい状
況から、用地取得済の面積で再構築する必要があ
る。

　アンケート調査やスポーツ関係団体等の意見を聞
いて策定する方法が開かれた行政と考える。

　施設整備には、相当年数がかかるが、利用者から
は応分な受益者負担を考えている。

　市民のスポーツ振興を図るうえでの施設計画であ
り、実施は市である。

■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが当面　

■妥当である

受益者負担の必要性

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

目的の妥当性

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

□他の手法がある

項　　目

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

理由・方法等

■適切である

判　定

□実施時期を遅らせる

今後の方向性等

　今後の財政状況を考えると、いわゆる総合運動公園というフルス
ケールでの実現はかなり難しいと判断できる。規模を縮小してニーズ
の高い施設のみの建設を計画するか、または、現有施設の改善や運
動公園にこだわらない施設の新設などについての検討が必要と考え
る。よって、まず方向性を明確にする検討を行っていく。

□実施について再検討する

□実施しない

　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

手段の妥当性

□実施する

■見直しの上で実施する

　判　　　　定

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

【２次評価】
※以下の欄は記入しないでください。

43-2整理番号

２　評　価　（チェック）

３　総合判定と今後の方向性

市が実施する必要性

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

　事務事業担当部局
　の総合的な考え方

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

　アンケート調査の結果や議会への説明を踏まえ、市民の関心は高
く、また、運動公園整備の期待が大きいことから実施すべきと考え
る。

■実施する

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

　判　　　　定 今後の方向性等【1次評価】

□妥当でない
【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□概ね妥当である　




